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令和７年度・第３３回農業委員会総議事録  

 

開 催 日  令和 ７年１２月２５日 （木）  １３ ： ０ ０～  

開催場所   ＳＳプラザ川内  ３０１～３０３会議室  

出席委員（１７名）  

議席

番号  
委員名  

議席

番号  
委員名  

議席

番号  
委員名  

１  中原  良治  ２  谷山  信  ３  藥師寺  しげ子  

４  新屋  純子  ５  牧田  信一  ６  小城  義己  

７  木場  祐二郎  ８  中島  弘和  ９  下茂  正憲  

１０  木下  博英  １１  乙須  紀文  １２  有馬  康夫  

１３  永留  智史  １４  山路  一浩  １５  西  裕一郎  

１６  小園  光男  １７  礒道  博和  １８  梶原  拓二  

１９  府  生次      

欠   員  (０名 ) 

欠席委員（２名）  

遅刻委員（０名）  

出席推進委員（１６名）  

議席

番号  
委員名  

議席

番号  
委員名  

議席

番号  
委員名  

２１  山下  武徳  ２２  福壽  久雄  ２３  濵田  義博  

２４  春田  実  ２５  上小川  文男  ２６  （欠員）  

２７  鶴屋  賢了  ２８  廣庭  吉辰  ２９  中川  大樹  

３０  馬渡  義文  ３１  田中  浩徳  ３２  竹田  栄次  

３３  永吉  康之  ３４  徳永  正幸  ３５  徳永  功  

３６  鬼塚  幸男  ３７  豊田  孝之  ３８  古川  梓  

３９  髙木  成寛  ４０  早﨑  麻美子  ４１  辻󠄀  孝一郎  

欠席推進委員（４名）  

事務局出席者  森局長・西代理・福永主幹・梶原主幹・長沼Ｇ長・田上Ｇ員・ 

中城Ｇ員・冨士代職員  

 

薩󠄀摩川内市農業委員会会議規則第１４条の規定によって、ここに署名する。 

 

議長（農業委員会会長）                        ㊞  

 

議事録署名者        １０番                  ㊞  

 

             １１番                  ㊞  

 

議事録作成者      局長代理                ㊞  
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令和７年度・第３３回農業委員会総会議事録  

 

議事日程「諸般の報告」  

 

５  報  告  

報告第１０７号  農地法第１８条第６項の規定による合意解約通知

の専決処分について  

報告第１０８号  非農地証明発行の専決処分について  

報告第１０９号  農地転用事実証明願の専決処分について  

 

６  議  事  

議案第３３８号  農地法第５条の規定による農地等の所有権移転・

売許可申請承認について（知事処分）  

議案第３３９号  農地法第５条の規定による農地等の賃借権設定許

可申請承認について（知事処分）  

議案第３４０号  農地法第５条の規定による農地等の使用賃借権設

定許可申請承認について（知事処分）  

議案第３４１号  非農地証明願承認について  

議案第３４２号  農地法第３条の規定による農地等の所有権移転・

売許可申請承認について  

議案第３４３号  農地法第３条の規定による農地等の所有権移転・

贈許可申請承認について  

議案第３４４号  農用地利用集積計画案（農地中間管理権設定）の

意見決定について  

 

７  その他  

⑴  １月総会の日程について  

⑵  その他  
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【開始１３：００】  

 

会   長    第３２回総会後の経過を踏まえて「あいさつ」  

 

議   長   ただ今から、第３２回薩󠄀摩川内市農業委員会総会を開催いたし

ます。局長に委員の出席状況を報告させます。  

 

局   長   委員の出席状況について、報告いたします。  

定数１９名、現在員数１９名、出席委員１７名、欠席委員は２

名で、５番：牧田  信一委員、１９番：別府  生次委員であり、

欠席届が提出されております。  

なお、本日出席の農地利用最適化推進委員は１６名です。  

欠席委員は４名で、２３番：濵田  義博委員、２７番：鶴屋  賢

了委員、３２番：竹田  栄次委員、３８番：古川  梓委員であり、

欠席届が提出されております。  

以上で報告を終わります。  

 

議   長   お聞きのとおり、本会は農業委員等に関する法律第２７条第３

項の規定により、出席委員は過半数に達しているため有効に成立

いたしました。それでは本日の総会を、会次第により進めて参り

ます。  

 

議   長  はじめに、主要事務処理経過報告について、事務局の説明をお  

願いします。  

 

西  代理    主要事務処理経過報告について説明いたします。  

総会資料の１ページをお開きください。  

      １１月２８日に川薩󠄀地区青年農業者会議及び川薩󠄀地区担い手組  

織研修会が宮之城ひかり別館で開催され、会長が出席されており  

ます。  

５日に定例常設審議委員会がマリンパレスかごしまで開催さ  

れ、会長、事務局職員が出席しております。  

８日と９日がそれぞれ定例の現地調査です。  

１５日に第３２回運営委員会が本庁舎６０３会議室で開催さ  

れ、会長、運営委員、事務局職員が出席しております。  

２２日には、農業者と農業委員の意見交換会がＳＳプラザせん  

だいで開催、その後、農業者と農業委員の交流会が川内ホテルで  

開催されております。  

本日、第３３回農業委員会総会が SSプラザせんだいで開催して  
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おります。  

以上、説明を終わります。  

 

議   長   以上、主要事務処理経過報告がございましたが、何か御質  

疑ございませんか。  

 

委   員          （なしの声あり）  

 

議   長   「なし」ということですので、主要事務処理経過報告を終りま

す。  

次は、議事録署名者の選任ですが、こちらの方で指名してよろ

しいでしょうか。  

 

委   員        （はいの声あり）   

 

議     長   ご異議ございませんので、     

１０番：木下  博英  委員  

１１番：乙須  紀文  委員にお願いいたします。  

それでは、さっそく、会次第５の報告に入らせていただきます。  

初めに、報告第１０７号「農地法第１８条第６項の規定による

合意解約通知について」を議題とします。  

事務局の内容説明をお願いします。  

 

西  代理   報告第１０７号を説明いたします。資料は２ページから５ペー

ジをご覧ください。  

今月の合意解約は受理番号１７５番から１９２番までの１８件

で、登記地目  田４筆７，３６０㎡、畑２４筆１５，７８２㎡、合

計２８筆２３，１４２㎡の合意解約通知がありました。  

このうち、農地流動化促進事業補助金の返納はありませんでし

た。  

薩󠄀摩川内市農業委員会規則第５条第１項第３号の規定に基づき、

処理いたしましたので報告いたします。  

以上で、報告第１０７号に係る説明を終ります。  

 

議   長   ただ今、事務局より報告第１０７号の説明が終わりました。こ

れにつきまして、何か御質疑、御意見はございませんか。  

 

委員・推進委員       （なしの声あり）  

 



5 

議   長   質疑がありませんので、報告第１０７号を終ります。  

次は、報告第１０８号「非農地証明発行の専決処分について」

を議題とします。  

事務局の内容説明をお願いします。  

 

西  代理   報告第１０８号を説明いたします。資料は６ページから８ペー

ジをご覧ください。  

今月の証明発行願いは、受理番号９４番から１０２番までの９

件で、登記地目  田１７筆７，８８３㎡、畑１０筆５，３２６㎡、

合計２７筆１３，２０９㎡の証明発行願が提出されました。  

非農地の議決内容につきましては、備考欄の議決日、議決番号

をそれぞれご参照ください。  

何れも農地法第２条第１項に規定する農地では無いことを証明

する非農地判断議決済みであり、申請には妥当性があると認めら

れることから、薩󠄀摩川内市農業委員会非農地証明書の発行基準５

の規定により処理いたしましたので報告いたします。  

以上で、報告第１０８号に係る説明を終ります。  

 

議   長   ただ今、事務局より報告第１０８号の説明が終わりました。こ

れにつきまして、御質疑、御意見はございませんか。  

 

委員・推進委員       （なしの声あり）  

 

議   長   質疑がありませんので、報告第１０８号を終ります。  

次は報告第１０９号「農地転用事実証明願の専決処分につい  

て」を議題とします。  

事務局の内容説明をお願いします。  

 

西  代理   報告第１０９号を説明いたします。資料は１０ページをご覧く

ださい。  

今月は、受理番号１２番の１件で、登記地目は畑１筆１７４㎡

の農地転用事実証明願が提出されました。薩󠄀摩川内市農業委員会

規則第５条第１項第４号の規定に基づき、会長が専決処分を行い

ましたので報告いたします。  

許可年月日、転用目的については、備考欄をご参照ください。  

転用目的どおり実行されていますが、現在まで不動産登記法に

係る地目の変更登記がされておらず、今般地目の変更登記に必要

な転用許可証を紛失されており、当該証明願いが提出されたもの

です。  
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なお、現地確認については、薬師寺委員が調査され、転用目的

どおり利用されていることを確認していただきました。  

以上で、報告第１０９号に係る説明を終わります。  

 

議   長   ただ今、事務局より報告第１０９号の説明が終わりました。こ

れにつきまして、御質疑、御意見はございませんか。  

 

委員・推進委員       （なしの声あり）  

 

議   長    質疑がありませんので、報告第１０９号を終ります。  

次に、議案第３３８号「農地法第５条の規定による農地等  

の所有権移転・売許可申請承認について」を議題といたしま  

す。  

事務局の内容説明をお願いします。  

 

長沼Ｇ長   議案第３３８号を説明いたします。  

資料は、１１ページをご覧ください。農地判定の根拠及び位置

図・調査表につきましては、備考欄をご参照ください。  

今月の申請は、受理番号５６番から５７番の２件で、登記地目  

田１筆  ２００㎡、畑１筆  ６０２㎡の申請がありました。   

内容を説明いたします。  

５６番は、駐車場での申請です。  

３世帯の駐車場３台分を整備する計画です。  

５７番は、宅地分譲（４区画）での申請です。  

一体利用地  １９８７番４  雑種地  外１筆  ９３３㎡と一体

利用で総面積は、１，５３５㎡となります。  

以上、申請内容を転用許可法令一般基準、各項による書類審査

及び現地調査を行い提案いたしました。  

以上で議案第３３８号に係る説明を終わります。  

 

議   長   ただ今、事務局の説明が終りました。ここで、事前に申請地の

現地調査を行っていますので、調査員の報告をお願いします。  

       

藥師寺委員   はい。３番  藥師寺が５６番５７番を続けて報告いたします。 

去る１２月８日、福壽推進委員と事務局  長沼職員と現地調査

を実施しましたので報告いたします。  

５６番を報告いたします。  

位置図２ページ、調査表１ページをご覧ください。申請地の現

況は畑で耕作されていません。駐車場単体の転用目的です。  
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５７番を報告いたします。  

位置図３ページ、調査表２ページをご覧ください。申請地の現

況は畑で耕作されていません。  

雑種地、他一筆９３３㎡と一体利用で総面積１，５３５㎡、

宅地分譲４区画の転用目的です。  

申請書に添付してあります被害防除計画には妥当性があり

ます。  

なお、現地調査の内容は報告書に記載してあるとおりであり

ます。  

以上のようなことから５６番、５７番の申請は農地法関係法

令には抵触せず、許可相当と判断しました。以上です。  

 

議   長     ただ今、調査員の報告が終りました。  

質疑に入ります。御質疑ございませんか。  

 

委員・推進委員       （なしの声あり）  

 

議   長   ないようですので、採決いたします。  

議案第３３８号については、原案のとおり承認することに賛成

の方の挙手を求めます。  

 

全  委  員          （挙  手）  

 

議   長  賛成全員であります。  

議案第３３８号は承認されましたので、意見を付して、鹿児  

島県知事に書類を進達することに決定いたします。  

次に、議案第３３９号「農地法第５条の規定による農地等の貸

借権設定許可申請承認について」について審議いたします。  

それでは、事務局の説明をお願いいたします。  

 

長沼Ｇ長   議案第３３９号を説明いたします。資料は、１２ページをご覧

ください。農地判定の根拠及び位置図・調査表につきましては、

備考欄をご参照ください。  

今月の申請は、受理番号５８番から５９番の２件で、登記地目  

田２筆  ８２７㎡、畑１筆  １，１７０㎡の申請がありました。  

内容を説明します。  

５８番及び５９番ともに、太陽光発電施設での申請です。  

ＮＯＦＩＴ型であり、京セラ川内工場に電力供給する事業計画  

です。  



8 

 

以上、申請内容を転用許可法令一般基準、各項による書類審査

及び現地調査を行い提案いたしました。  

以上で議案第３３９号に係る説明を終わります。  

 

議   長   ただ今、事務局の説明が終りました。ここで、事前に申請地の

現地調査を行っていますので、調査員の報告をお願いします。  

       

藥師寺委員   はい。３番  藥師寺が５８番を報告いたします。  

調査日・調査員は先ほどの報告と同じです。  

位置図、４ページ、調査表３ページを御覧ください。  

申請地の現況は畑で耕作されていません。  

太陽光発電施設パネル１５８枚の転用目的です。  

申請書に添付してあります被害防除計画には妥当性があります。 

なお、現地調査の内容は報告書に記載してあるとおりです。  

以上のようなことから、５８番の申請は農地法関係法令には抵触

せず、許可相当と判断しました。以上です。  

 

山路委員    １４番  山路が、５９番について、報告します。  

１２月９日、鬼塚進委員と事務局  長沼職員と現地調査を実施し

ましたので、報告します。  

位置図５ページ、調査表４ページをご覧ください。  

申請地の現況は、田で、耕作されていませんでした。  

転用目的は、太陽光発電施設での申請です。  

申請書に添付してあります被害防除計画書には妥当性があり、現

地調査の内容は、調査票に記載してあるとおりです。  

以上のことから、申請は、農地法関係法令には抵触せず許可相

当と判断しました。  

以上で報告を終わります。  

 

議   長   ただ今、調査員の報告が終りました。  

質疑に入ります。御質疑ございませんか。  

 

委員・推進委員      （なしの声あり）  

 

議   長   ないようですので、採決いたします。  

原案のとおり承認することに賛成の方の挙手を求めます。  

 

全  委  員          （挙  手）  
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議   長  賛成全員であります。  

議案第３３９号は承認されましたので、意見を付して、鹿児島  

県知事に書類を進達することに決定いたします。  

次に、議案第３４０号「農地法第５条の規定による農地等の使

用貸借権設定許可申請承認について」について審議いたします。  

それでは、事務局の説明をお願いいたします。  

 

長沼Ｇ長   議案第３４０号を説明いたします。資料は、１３ページをご覧

ください。農地判定の根拠及び位置図・調査表につきましては、

備考欄をご参照ください。  

今月の申請は、受理番号６０番の１件で、登記地目  畑１筆   

３００㎡の申請がありました。  

内容を説明します。  

６０番は、一般住宅での申請です。  

本市に帰郷するに伴い、義母（義理の母）より申請を借り受け  

て、一般住宅を建築するものです。  

以上、申請内容を転用許可法令一般基準、各項による書類審査

及び現地調査を行い提案いたしました。  

以上で議案第３４０号に係る説明を終わります。  

 

議   長   ただ今、事務局の説明が終りました。ここで、事前に申請地の

現地調査を行っていますので、調査員の報告をお願いします。  

       

藥師寺委員   はい。３番  藥師寺が６０番を報告いたします。  

調査員、調査日は先ほどの報告と同じです。  

位置図６ページ、調査表５ページを御覧ください。  

申請地の現況は畑で管理されていました。  

一般住宅転用目的です。  

申請書に添付してあります被害防除計画に妥当性があります。  

以上のようなことから、６０番の申請は農地法関係法令には抵  

触せず許可相当と判断しました。  

 

議   長   ただ今、調査員の報告が終りました。  

質疑に入ります。御質疑ございませんか。  

 

委員・推進委員      （なしの声あり）  
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議   長   ないようですので、採決いたします。  

原案のとおり承認することに賛成の方の挙手を求めます。  

 

全  委  員          （挙  手）  

 

議   長  賛成全員であります。  

議案第３４０号は承認されましたので、意見を付して、鹿児  

島県知事に書類を進達することに決定いたします。  

      次は、議案第３４１号「非農地証明願承認について」を議題  

とします。  

事務局の内容説明をお願いします。  

 

福永主幹   議案第３４１号をご説明いたします。資料は１４ページをご覧

ください。位置図・調査表につきましては、備考欄をご参照くだ

さい。  

今月の申請は、受理番号５０番から５１番の２件で、登記地目  

田５筆  ３，３８４㎡  畑１筆  ４４２㎡、合計６筆   

３，８２６㎡の非農地証明願が申請されました。  

内容について、ご説明します。  

５０番は、平成元年頃から耕作しておらず、すべて原野化して

現在に至っております。  

５１番は平成２０年頃から、耕作しておらず、原野化して現在

に至っております。  

以上で、議案第３４１号に係る説明を終ります。  

 

議   長   ただ今、事務局の説明が終りました。ここで、事前に申請地の

現地調査を行っていますので、調査員の報告をお願いします。  

 

中原委員  １番、中原が５０番と５１番を報告します。  

１２月８日、春田推進委員と事務局  西職員と現地調査を実施

しましたので、報告します。  

５０番については、位置図７ページ、調査表６ページをご覧く

ださい。   

申請地の現況は、５年前から耕作しておらず、原野の状態でし  

た。  

また、４７１０番１については、県河川工事の土砂が搬入され

て、原野の状態となっております。  

５１番については、位置図８ページ、調査表７ページをご覧く

ださい。   
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申請地の現況は、平成２０年頃から耕作しておらず、原野の状

態でした。  

５０番、５１番いずれも、本市非農地証明書の発行基準を満た

し、周辺に影響のないことから証明書を発行すべきと考えます。  

以上で報告を終わります。  

 

議   長   ただ今、調査員の報告が終りました。  

質疑に入ります。御質疑ございませんか。  

 

委員・推進委員       （な  し）  

 

議   長    ないようですので、採決いたします。  

議案第３４１号について、原案のとおり承認することに賛成の

方の挙手を求めます。  

 

全  委  員            （挙  手）   

 

議   長   賛成全員であります。議案第３４１号については、原案どおり

承認といたします。  

次は、議案第３４２号「農地法第３条の規定による農地等の所

有権移転・売許可申請承認について」を議題とします。  

事務局の内容説明をお願いします。  

 

福永主幹   議案第３４２号を説明いたします。資料は１５ページをご覧く

ださい。位置図・調査表につきましては、備考欄をご参照くださ

い。  

今月の申請は、受理番号９６番から９７番の２件で、田２筆   

１，３４９㎡、畑１筆  １，９０２㎡、合計３筆  ３，２５１㎡

の申請がありました。  

申請理由は、譲受人の「規模拡大及び営農開始」、譲渡人の「労

力不足」により、それぞれ売買されるものです。  

９７番は、新規就農のため営農計画書が添付されています。ま

た、譲受人の住所が東京都になっておりますが、本年１月より母

の介護の為帰省し、薩󠄀摩川内市に移住しております。  

申請内容を農地法第３条第２項各号に規定する、農地の取得要  

件について審査いたしました結果、機械力・労働力・技術力に係  

る全部効率要件、及び農作業従事日数、集団化、効率的且つ、総  

合的な利用に係る、地域調和要件の何れにも抵触しないと認めら  

れます。  
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従いまして、何れの申請地も農地以外の目的で売買されるもの

ではありません。  

以上のようなことから、申請は許可要件の全てを満たしている

と判断し提案いたしました。  

以上で、議案第３４２号に係る説明を終ります。  

 

議   長   ただ今、事務局の説明が終りました。ここで、申請地を事前に

現地調査を行っていますので、調査員の報告をお願いします。  

 

新屋委員  ４番、新屋が９６番及び９７番を報告します。  

１２月９日、山下推進委員と事務局、福永職員と現地調査を実

施しましたので報告します。  

まず、９６番について位置図９ページ、調査表８ページをご

覧ください。  

申請地の現況は、田で管理されていました。  

権利取得後は、水稲を栽培予定です。  

次に、９７番について位置図１０ページ、調査表９ページを

ご覧ください。  

申請地の現況は、畑で管理されていました。  

権利取得後は、しいたけを栽培予定です。  

新規営農のため、営農計画書が添付されています。  

規模拡大及び新規就農のための権利取得で、経営意欲も高く、

全部効率要件及び地域調和要件ともに問題はなく、申請が許可

相当と考えます。以上で報告を終わります。  

 

議   長     ただ今、調査員の報告が終りました。  

 質疑に入ります。何か御質疑ございませんか。  

 

委員・推進委員      （なしの声あり）  

 

議   長     ないようですので、採決いたします。  

議案第３４２号については、原案のとおり許可することに賛  

成の方の挙手を求めます。  

 

全  委  員         （挙  手）   

 

議   長   賛成全員であります。議案第３４２号は、原案のとおり許可す

ることに決定いたします。  

次は、議案第３４３号「農地法第３条の規定による農地等の所
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有権移転・贈許可申請承認について」を議題とします。  

事務局の内容説明をお願いします。  

 

福永主幹    議案第３４３号を説明いたします。資料は１６ページをご覧く

ださい。位置図・調査表につきましては備考欄をご参照ください。  

今月の申請は、受理番号９８番から１００番の３件で、田７筆  

６，２５１㎡の申請がありました。  

申請理由といたしましては、知人間の贈与によるものです。  

申請内容を農地法第３条第２項各号に規定する、農地の取得要

件について審査いたしました結果、機械力・労働力・技術力に係

る全部効率要件及び農作業従事日数、集団化、効率的かつ総合的

な利用に係る地域調和要件の何れにも抵触しないと認められます。 

従いまして、いずれの申請地も農地以外の目的で贈与されるも

のではありません。  

以上のようなことから、許可要件の全てを満たしていると判断

し提案いたしました。  

以上で、議案第３４３号に係る説明を終ります。  

 

議   長   ただ今、事務局の説明が終りました。ここで、申請地を事前に

現地調査を行っていますので、調査員の報告をお願いします。  

 

中原委員   １番、中原が９８番を報告いたします。  

調査日・調査員は先ほどのとおりです。  

位置図１１ページ、調査表１０ページをご覧ください。  

申請地の現況は、田で耕作されていました。  

権利取得後は、水稲を栽培予定です。  

経営意欲も高く、全部効率要件及び地域調和要件ともに問題はなく、

申請が許可相当と考えます。  

以上で報告を終わります。  

 

薬師寺委員  ３番、藥師寺が９９番を報告いたします。  

調査日・調査員は先ほどのとおりです。  

位置図１２ページ、調査表１１ページをご覧ください。  

申請地の現況は、田で耕作されていました。  

権利取得者は、規模拡大の為の権利取得で水稲を栽培予定で経営

意欲も高く、全部効率要件及び地域調和要件ともに問題はなく、申

請が許可相当と考えます。  

以上で報告を終わります。  
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山路委員   １４番  山路が、１００番について、報告します。  

調査日・調査員は先ほどのとおりです。  

位置図１３ページ、調査表１２ページをご覧ください。  

申請地の現況は、全て、田で耕作されていました。  

権利取得後は、水稲を栽培予定です。  

規模拡大のための権利取得で、経営意欲も高く、全部効率要件及

び地域調和要件ともに問題はなく、申請が許可相当と考えます。  

以上で報告を終わります。  

 

議   長   ただ今、調査員の報告が終りました。  

 質疑に入ります。何か御質疑ございませんか。  

 

委員・推進委員         （なしの声あり）  

 

議   長   ないようですので、採決いたします。  

議案３４３号につきまして、原案のとおり許可することに賛成

の方の挙手を求めます。  

 

全  委  員            （挙  手）  

 

議   長   賛成全員であります。議案３４３号につきまして、原案のとおり

許可することに決定いたします。  

次は、議案第３４４号「農用地利用集積等促進計画案（農地中

間管理権設定）の意見決定について」、農業経営基盤強化促進法第

１８条第１項に基づき市長部局より提出されましたので、  当委

員会の意見について審議を求めるものでございます。  

なお、農業委員会等に関する法律第３１条に「議事参与の  

制限」に関する議案は、受理番号６９１番から６９７番です。  

まず、議事参与を除く案件について審議いたします。  

事務局の内容説明をお願いします。  

 

梶原主幹   議案第３４４号を説明いたします。資料は１７ページから３６

ページをご覧ください。  

今月の申請は、田：１８９，２９６㎡、畑２１，９４４㎡、  

合計２１１，２４０㎡の申請がありました。  

中間管理権設定１２４件中、認定農業者等に係る分は８５件で

す。  

議事参与案件を除く案件について説明いたします。  

議事参与案件を除く受理番号６１２番から６９０番、６９８番



15 

から７３５番については、申請内容を農地中間管理事業の推進に

関する法律第１８条第５項各号の規定に基づき農用地利用の配分

計画を審査いたしました結果、申請は許可要件の全てを満たして

いると判断し、提案いたしました。  

以上で、説明を終ります  

 

議   長   ただ今、事務局の説明が終りました。  

質疑に入ります。何か御質疑ございませんか。  

 

委員・推進委員        （なしの声あり）  

 

議   長   ないようですので、一括して採決いたします。  

受理番号番、６９１番から６９７番を除く、受理番号６１２番

から６９０番、６９８番から７３５番につきまして、意見決定す

ることに賛成の方の挙手を求めます。  

 

全  委  員           （挙  手）  

 

議   長   賛成全員であります。受理番号番、６９１番から６９７番を除

く、受理番号６１２番から６９０番、６９８番から  

７３５番につきまして、原案のとおり意見決定されました。  

次に、受理番号６９１番から６９７番に係る議事参与案件につ

いて審議に入ります。  

永留委員は農業委員会等に関する法律第３１条「議事参与の  

制限」を受けますので、退席をお願いします。  

 

永留委員           （退席・退室）  

  

議   長   受理番号６９１番から６９７番につきまして、事務局の内容説明

をお願いします。  

 

梶原主幹   農業委員会等に関する法律第３１条「議事参与の制限」を受け

る議案第３４４号受理番号６９１番及び６９７番に係る利用権を

受ける者が、当委員会農業委員の永留委員ご本人ですので、内容

説明いたします。   

資料は、３０ページから３１ページをご覧ください。  

申請内容を農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第５

項各号の規定に基づき農用地利用の配分計画を審査いたしました

結果、申請は許可要件の全てを満たしていると判断し提案いたし
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ました。  

以上で、説明を終ります。  

 

議   長   ただ今、事務局の説明が終りました。  

質疑に入ります。御質疑ございませんか。  

 

委員・推進委員          （なしの声あり）  

 

 

議   長   ないようですので、採決いたします。  

受理番号６９１番から６９７番に係る議事参与案件は、原案の

とおり意見決定することに賛成の方の挙手を求めます。  

 

全  委  員           （挙  手）  

 

議   長   賛成全員であります。受理番号６９１番及び６９７番に係る議

事参与案件は原案のとおり意見決定いたします。  

永留委員の入室をお願いします。  

 

永留委員           （入室・着席）  

 

議   長   議案第３４４号「農用地利用集積等促進計画案（農地中間管理権

設定）の意見決定について」は、原案のとおり意見決定されました

ので薩󠄀摩川内市長へ許可意見を付して書類送達することといたし

ます。  

以上で、本日の議案審議は全て終了いたしました。  

次は、会次第７のその他に入ります。  

⑴  申請等現地調査及び総会の日程について事務局の説明をお願  

いします。  

 

西  代理   １月行事予定（案）について説明いたします。お手元に配付し

ております行事予定（案）をご覧ください。  

９日（金）が支所地域の現地調査、１３（火）が本土４支所地

域の現地調査、調査員は記載のとおりです。  

また、議案提出状況により調査コース、時間等の調整を事務局

で行い連絡いたします。  

すみません。１３日火曜日ですけれども本土川内地域ですね、現

地調査になります。  

甑地域におかれましても、同様に調整をお願いいたします。  
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川内地域については、申請が多い場合は３班体制で、本庁・支

所のいずれも午前中までは終了の形をとります。  

川内地域は、午前８時３０分までに農業委員会事務局にご集合

ください。  

次に、支所班は、各支所で集合解散とし、いずれも午前中まで

には終了予定です。  

それから、下段に記載の１月総会は１月３０日（金）午後１時

から、ＳＳプラザ川内の３階第３０１から第３０３会議室を予定

しています。  

また、裏面は１月から３月の行事予定を記載してあります。  

次に、主な行事について、説明いたします。  

１月５日（月）は、農業委員会仕事初め式、その後、新年挨拶

回りです。挨拶回りについてはまた後ほどご説明いたします。  

９日（金）に１月定例常設委員会、１２月１５日（月）、１６日

（金）は、第３３回農業委員会運営委員会、引き続き、第１回農

地利用最適化推進委員選考委員会が６０３会議室で開催し、運営

委員が出席予定です。  

１月２０日（火）に熊本県大津町農業委員会が本市に視察研修

に来庁されます。国際交流センターで開催され、会長、会長代理

が出席予定です。  

そして１月２２日ですけれども、令和７年度  県農業委員会、女

性委員の会さつま支部、研修会が出水市で開催されます。  

３０日が第３４回農業委員会総会となっております。  

別紙で御手元等にお配りしております資料４  令和８年農業委員

会、年始挨拶回り日程表を御覧頂きたいと思います。  

こちらのほうに毎年行っております挨拶回りについて書いてあり  

ます。  

以前はですね挨拶回りにつきましては、会長、会長代理と御出席

いただいていたのですけれど、現在、インフルエンザが大流行して

おります。その関係で、来年につきましては、農業委員会会長、そ

して事務局長、局長代理の私３名で、それぞれの所管を回りたいと

いうふうに考えております。  

回る場所ですけれども、県農業会議、県地域振興公社、中間管理

機構の本社になります。  

そしてＪＡ北さつま本署、さつま町農業委員会、そして、市の農

業公社、以上のほうを、１月５日、挨拶回りで回る予定となってお

ります。  

詳細についてはお目通し方お願いしたいと思います。  

以上で説明を終わります。  
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議   長   ただ今、事務局の説明が終りましたが、この件について  

ご質問、ご意見等はございませんか。  

 

委員・推進委員      （なしの声あり）  

 

議   長  ここで、１０分間の休憩をとります。  

再開は、１４時１０分からといたします。  

 

（休憩）  

 

議   長   それでは、総会を再開いたします。  

令和７年１０月２８日開催の第３１回総会で〇〇〇〇に経緯書

を提出するよう決議されましたが、〇〇〇〇から令和７年１２月１

０日に経緯書が農業委員会に提出されました。  

そのため、当該案件について、経緯書の所在地ごとに審議  

していきます。  

 初めに、経緯書１  御陵下町字後田について、事務局の説  

明をお願いいたします。  

 

長沼Ｇ長   先に配布させていただいた、【資料１】〇〇〇〇への確認事項、

【資料２】経緯書１～４の土地の現状について、【資料３】〇〇〇

〇からの経緯書等をご準備ください。  

      資料の説明をさせていただきます。  

      【資料１】は、農業委員会から〇〇〇〇の確認事項・〇〇〇〇か

らの回答・事務局の方針案となります。  

      【資料２】は、１から４の現況写真になります。  

      【資料３】は、〇〇〇〇から農業委員会への回答書になります。

資料３については、後でお目通しください。  

       それでは、【資料１】及び【資料２】をもとに説明させていただ

きます。  

     【資料１】・【資料２】の１ページ目をご覧ください。  

資料１の経緯書１（御陵下町字後田）について説明します。  

この案件は当初農地から非農地証明を取得後に原野に地目変更

登記を行い、開発部分以外を農地に戻す計画があり、対象の農地を

農地台帳に登載するかになります。  

この点について、農業委員会からの確認事項として４点を〇〇〇

〇に対し回答を求めました。  

資料１をご覧ください。  

      １点目が、農地法第３条で許可を得る案件であるが、申請しなか
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った理由、２点目が、〇〇〇〇が取得した土地の経緯、３点目が、

オリーブからレモンへ栽培変更しているが、レモンへ変更した必要

性の報告。  

      ４点目が、営農計画書等の提出を求めております。  

      それに対して、〇〇〇〇からの回答は、１点目、３条申請に対し

ては、〇〇〇〇より、将来的に畑で利用する必要があると指導があ

った。その指導にしたがって取得したが、取得時には、農地法の認

識・知識不足であった、ということで申請はされなかったという回

答でした。  

２点目土地取得の経緯に対しては、〇〇〇〇は開発を行う過程で

必要な土地のみ購入した。  

この必要な土地のみ購入したというのは、資料２では、緑色部分

になります。  

樋脇にある〇〇〇〇になります。  

〇〇〇〇は、〇〇〇〇より近隣地権者より購入依頼があったが、

開発に必要以外な場所は、〇〇〇〇が土地を購入した。  

資料２では、ピンク色部分になります。  

主な理由としては、〇〇〇〇が全てを宅地化すると県の開発許可

が必要となる。  

２点目は、〇〇〇〇は、農業を行いたい意思があるということで

した。  

３点目は、経緯書４にある御陵下町字公沸及び高城町字小牟田でレ  

モン栽培をしているためという回答であります。  

４点目については、営農計画書及び植栽配置図が資料３の６～７ペ  

ージにありますので後でお目通しください。  

抜粋して、説明します。  

令和８年３月から植栽開始、レモン２５本、サワーポメロ２１本の  

計４６本です。人員は、１～３人体制、販路は、主に店舗販売、畜産  

営農課：営農指導員の指導の下に営農開始するとの回答でした。  

事務局の方針案としては、農地台帳に登載するか、また、登載する場  

合に時期はいつになるかが争点となります。  

     事務局としては、案１として、営農計画書に基づき、令和１１年から

の収穫を確認後に登載する。  

案２は、営農指導員の指導の下に、適切に管理されていることを確認  

後に登載する。  

以上２点を提案させていただきたいと思っています。  

畜産営農課の営農指導について確認したところ、〇〇〇〇が、植栽か  

ら肥培管理、収穫までを直接指導していくことを確認しております。  

また、国が定める農地の定義は、【耕作の目的に供される土地】であり、  

耕作とは、土地に労力をかけ、肥料を与え、管理を行うことで作物を栽  
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培することとあります。  

今までの〇〇〇〇の農業に対する姿勢、やる気があるのか、ないのか

について、今までの経緯をみたところ疑義が生じることから、時間はかか

りますが、案１である営農計画書に基づき、令和１１年からの収穫を確認

後に登載がよいと考えます。  

以上で説明を終わります。  

 

梶原主幹   私の方で補足説明します。  

まず資料２の１ページを開いていただき、耳で聞いていただきた

いと思います。  

ここの緑と赤い部分がもともと農地だったところになります。  

そこを、非農地判断をして、〇〇〇〇がここに書いてある、〇〇

〇〇に、土地を提供するために造成を始めたというのがきっかけで、

周りの農地の所有者も同じように荒れていたので、自分の土地を買

ってくださいよという話を受けて造成後に、そのまま造成すると、

３，０００㎡以上の開発行為になるものですから、〇〇〇〇が開発

行為にならないようにどうしたらいいかというのを県にして いる

のです。  

地目を畑・田にすれば、それは開発にならないよという指導を受

けたので、畑に返したいというのが今回の争点です。  

農業委員会の場合は、地目が宅地でも雑種地でも農地の状態だっ

たら３条申請をしないと権利移動ができないようになっているの

で、こういう農地の取得というのは農地法に触れないで、名義がそ

れぞれに直ってしまっているというのが、問題だということになり

ます。  

それを農地台帳に載せるか載せないかというのがこの経緯書の

中の１つのポイントであって、今回はもう地目上は実際のところ、

法務局で確認したら、もうピンクの部分は畑に変わっております。 

しかし、農地法でいう農地は先ほど長沼グループ長が言ったとお

り肥培管理をしてないと農地というふうには認めないようになっ

ているので、そこのタイミングを、〇〇〇〇さんとしては、農地と

して使っていくということなのですが、先ほど言ったとおり、前の

前提のレモン畑もうまく育っていないということもありますので、

そこら辺を踏まえて、農地台帳に登載する時期というのを見定める

必要があると事務局は思っています。  

〇〇〇〇さんがやりますという言葉だけではなくて、指導を受け

ながら営農をしてもらうということで、市の畜産営農の指導を受け

ながら、レモン等、果樹の栽培をしていただき、その収穫を待って

初めて登載したほうがいいのではないかというのが今回の方針案
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でございます。  

これについて、委員様方の御意見を頂ければと思っております。 

かいつまんで説明をさせていただきました。  

 

議   長   ただ今、事務局の説明が終りましたが、この件について  

ご質問、ご意見等はございませんか。  

 

木下委員    はい。１０番  木下です。  

思いつくところのお話を聞かせてください。  

我々も、農業委員会の委員として、どうしても一度、見ておい

たほうがいいだろうという判断をしまして、中原委員と見に行き

ました。  

客土は薄いものの、それぞれ文書に書いてあるということはな

されているようでございました。  

それで、先ほどから言いますように、事務局が言われるとおり、

１１年からの登載でいいのかなという判断をしてきたところで

ございます。  

それから、今、皆さんにも説明があったこの〇〇〇〇というと

ころがもう既に、そこは児童福祉の養護施設をやっているところ

で、〇〇〇〇というところがあって、樋脇の方みたいですけど、

そういった場合に私もよく分からなくて、今度はそうなった場合

に、レモン園が出来てですね、隣に、いつの時点でそういうもの

ができるかどうか、何ができるか分からないのですけども当然の

ごとく、法人関係の児童福祉の施設ができるとした場合には、ド

リフトと言いまして、農薬が飛んだり、それから、〇〇〇〇は、

そういうところ子供たちは保護費が回るので、結構トラブルがな

いかなということやら、将来的には、〇〇〇〇の一番奥の方に計

画からいけば、施設を作るというふうになっておりますので、そ

ういうものの判断をしながらですね、何て言いますか、そういう

ドリフトの関係が出てこない設備とかそういうものなんかの分

については、私も一度それを含めて皆さんにも聞いていただきた

かったということで、梶原さんにも相談したのですけども、それ

は、この〇〇〇〇のその〇〇〇〇がすることであって、農業委員

会で何をこうしなさい、あぁしなさいということではないという

ことで承りました。  

それが、３条なりそういうものの執行率要件とか地域要件とか、

そういうもので、農業委員会に後でしっぺ返しが来ないかなと、

そういうのを考える必要はないかなということが一つな のだと

いうところでございます。  
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それから、最初の資料のところにあったと思うのですが、昨日

も、委員の先輩方にもちょっと御相談申し上げてですね、自分た

ちの考えをちょっと御相談したんですけど、外部のところに営農

の指導持たんというようなことでありまして、私は自分でいろい

ろ何人かの方に御相談して聞いてですねそのときには、ある程度

の理解ができて、それでもいいなというのも考えたのですけど、

これって営農指導していく感じで営農指導を１１年まで変える

のか今からそれも決められることだと思うのですけど、そうした

場合には、管理日誌なりそういうものを見た場合に管理日誌をつ

くって管理責任者を置いて、かつ、日誌を作るというようなこと

なのでそれで、そのときには必ず、営農指導員の方は指導される

と思うのです。  

それで、こういう外部という考え方をしたときに、うまくいけ

ばいいんですけど、例えば三者確認ということで、あそこの〇〇

〇〇さんと、我々と農業委員会等、それから、営農指導になった

場合にこれが、公平性なり中立性を持たれるかということがちょ

っと懸念されるということで、私もちょっと農業委員さんの方に

御相談したら、それはもう今当然のごとく、法人については営農

指導の方からそういう指導に行っていますよというようなこと

だったのですが、一般の通常の巡回指導ではなくて、あくまでも

これはこういう事態が起こったことに対しての指導なので、私が

調べた資料の中では第三者的な扱い、考えた方がいいのではない

かなあということもありますし、公平性を欠くのではないかな。 

それと、それぞれ役場の方々はですね、聞いたところによれば

〇〇〇〇という方は、この営農指導部にずっといらっしゃるとい

うことで異動もないということなので、責任を持ってやっていた

だけるということはもう十分、重々承知しているのですけど、守

秘義務なり、我々、皆さん、我々はですが、一応公務員で守秘義

務があります。  

それから、補助金の関係で、そういう関係もあったりして、な

るべくなら避けた方がいいのではということで書いてある資料

が多いようです。  

だから、そこのところを、先輩の農業者に御助言を頂いたとき

にはですね、それは全部法人の方にいって、ほかにも法人の一般

的な指導するとこがあるから、そこまで心配しなくてもいいので

はというようなことあったのですけど、事が事だし、外部委託と

いう言葉を使ったときに、三者に共通の我々農業委員会、それか

ら、共通した中立的な外部、事業者外部の指導員でないと、仮に

トラブったりして揚げ足をとられて、あなた方が言われたからそ
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うした、そういうことがないように、なにか確認なりそういうに

やるほうに御相談できないかなあと、1 番そういうふうに思った。 

１番目の経緯書についてはそういうことです。  

すいません、ちょっとやっぱ分かりにくかったかもと思うんです

けど私も、なかなかですね、一応、今お話をしたことについては、

農業委員さんの先輩の方とかか梶原さんにも御相談してござい

ます。  

それで、そういうところが皆さん御存じかもしれませんけども

私は、分からなかったので質問させていただきました。  

それと違反を全部、計上というのは違反を是正したということ

の証明をする、書類ではないということなのですが、自分たちに

は、過失そういうものには参考資料と使えるだけでこれで全部わ

るうございましたということで、農業委員会が理解したという書

類にはならないというふうなことを皆考えてですね、この経緯書

の中に最後のページ、最後のところに悪うございました、今後も

気をつけますと書いてありますけれども、経緯書の中身としては、

あまり省いてもいいんじゃないかな、それについてもですね、見

てみたら、そういうのは必要ないというのが大方の、文面の資料

でございます。  

すいません、うまく説明できませんけど、そういうことが考え

られるのではないかなと思いますので、皆さんからも、それはお

かしいよとか、もうちょっとこうしたほうがいいんじゃないのか

というのがあれば、私の考えは分かりませんので、皆さん教えて

ください。  

よろしくお願いします。  

 

梶原主幹   ありがとうございます。  

事務局のほうから木下さんが言われたところを、かいつまんで、

こういうことですよねって確認したいのですけど、まず、経緯書に

ついては、資料３を見ていただくと確かに向こうの方から申し訳ご

ざいませんでしたっていうのが書いてあるのですけど、私どもとし

てはそういうのは求めていなくて、どういうふうにこんなことにな

ったかということを、時系列的に書いてくださいって再三伝えてい

たのですが、やっぱり申し訳ございませんでしたと書いてきました。 

もうそれは向こうの文書としてそのまま受け取って、私どもは、

起こった事象をどういうふうにして行ったかというのを確認した

上で、それぞれに対応していきたいと思っていたので経緯書を出し

てくださいって言ったのがまず一つです。  

それとあと、木下さんが言われた経緯書１のことについては、資
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料の７ページに植栽計画図というのがあるので、皆さんは資料３の

７ページを見ていただければと思います。  

今回レモンとサワーポメロを植栽するのですけれども、ここに書

いてあるとおり、１番２番３番のところが収穫用の駐車場とか、農

業用資材倉庫や休憩場ということで、農地以外のことをするように

なっていますけれどもここは先ほど言ったとおり地目上は農地に

なっています。  

なので、その際は農地台帳に載ってからじゃないと転用申請はで

きないので、まず農地台帳に載せるか載せないかっていうポイント

がならない限りは次のことは、できないっていうのがまず 1 点ござ

います。  

それと、先ほど現況を見ていただいたとおり、私どもが１番最初

に見ていたときよりは、ちゃんと表土もしてありますので、大分改

善し、私ども注意しながら改善はしていっているのですが、実際、

前もやりますって言われていたので、そこを信じたっていうのが 1

番最初のところなのですけど、やっぱりうまく肥培管理がされてな

くて、草が生えているというのが先ほどのレモン畑になるのですが、

今回はそのまましていても、ちゃんと肥培管理をしていかないとい

けないということで、営農指導にこういう話があるのだけどという

ことで、一般論として、農家の方からとか、農業法人から相談があ

ったら営農指導というのは、助言をしてうまくいくようにアドバイ

スをするところでございますので、そういう関わりの中で、営農指

導しながらうまく栽培ができるように、〇〇〇〇の方が協力しても

らえるということでの、裏の話を農業委員会が聞いているというこ

とになります。  

やる気はあくまで〇〇〇〇さんがやっていただかないと、うまく

栽培ができないし、サワーポメロのほうも助言として入れたのは、

サワーポメロの方が農協で買ってくれると。レモンだとなかなか売

り先が見当たらないので、そういうところで助言を受けながら、レ

モンとサワーポメロという品種で今回は出したっていうのはあり

ます。  

そういう内容のことで良かったですか、木下委員。  

 

木下委員   今度は、その指導の〇〇〇〇が行かれたときには、やっぱり管理

日誌とかそういうものについては、ちゃんと記名なり押印をする欄

をつくって、ちゃんと行動として、将来的ないつまでするか分から

んけど、事務局としては、令和１１年の収穫そこらまではちゃんと

やっていくのだということの確認をとられるということですね。  
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森  局長   今の木下委員の十分な回答にはちょっとならないって今現在で

は思っていますが、今事務局の方で考えているのは、相手さんとは

また共有しないといけないと思うのですが、半年に一回ですね、半

年分の作業日誌をまずは出していただこうかなというふうには思

っています。  

ただその中に、畜産営農課の〇〇〇〇の押印までは、ちょっとこ

れ、過去、私もその部署にいましたけど、まずそこまではちょっと

した経緯がないので、そこはどうかというふうには思っていますが、

ただ果樹の場合は、基本的には市の職員ですので、市民に対して要

請があれば、これは全部指導対象になっています。  

ただ、その中で、果樹の場合、大体２ヶ月ぐらいの栽培期間の作

業の指導というのを行っているという実情もありますので、その合

間で、技術員のほうが２ヶ月間指導した内容が本当にやっているか

っていうのを、指導員の時間を見て確認をして、その中で、してい

ない場合は連絡をして、口頭指導するという年間の繰り返しになり

ます。  

指導員に対しては農業委員会は５階、畜産営農課は４階です。口

頭で確認はできますので、どういう指導をしていたかというのは口

頭確認をしつつ、ただ、問題がその指導に基づいて実際やっている

かどうかというのがいちばん問題になりますので。そこについては、

ちゃんと作業日誌記録簿というのを、何らかの形で提出はしてもら

おうかなというふうに考えております。  

 

木下委員   ただ、この場合は普通の法人への一般巡回調査とは異なるところ

があるのではないかなと思うのです。  

こういう不測の事態になったという事だったと思うので、だから、

そういう一般巡回指導とは同じ意味とはちょっと、もう少し突っ込

んだ形でしないと回答と言えるのかなあと思ったりもするのです

が、どうでしょうか。  

 

森  局長   我々が、こういう問題があるという認識のもとでいるのですけど

も、畜産営農課の技術員にとっては、基本的には指導というのは、

同じようなレベルの形で実際行っていると、経緯についてはもう当

然説明をした中で、指導をしていただけるっていうところまではお

話を頂いておりますので、そこが今回、農地法上での問題であって、

栽培をつくる上での問題とはまた別に切離した形で通常どおりの

技術指導をしてもらえればというふうに考えています。  

 

木下委員   分かりました。  



26 

議   長   よろしいでしょうか。  

 

木下委員   はい。  

 

議   長   他に。はいどうぞ。  

 

木場委員   ７番  木場です。  

うまく法の間をすり抜けた事案なのですけど、結局、今、地目も

直っています。  

今後登載するかどうかということですよね。ですから今地目の提

案がありましたけれども一応１１年ぐらい樹木の成長を見て、それ

で、販路を今従業員とか無人販売とか書いてあるんですけれども、

ちゃんと販売証明書みたいなものをもらえば、多分販売してるんだ、

そしたら登載してもいいのかな。  

それが 11 年度で駄目だったらまた延長しますよと、この裁判と  

いう形にしてもいいのかなと思いますけど、以上です。  

 

議   長   ありがとうございます。  

ほかに皆さんの方から御意見がありますでしょうか。  

 

永留委員   13 番永留です。  

令和 11 年の登載でいいと思うんですけど、それまでに、例えば

ですけど、転売とかそういうのがあった場合っていうのは、どうな

るのかなと宅地に転売するとか、そういうのが可能性をなきにしも

あらずと思いまして。  

 

梶原主幹   御説明します。  

地目が、もう畑になっておりますので、ほかの方に売る場合は、 

農業委員会に来てくださいっていうことであるので、農業会議は、

先ほどのとおり、農家台帳に載ってないので、お出しすることでき

ません。  

法務局で地目や名義を変更するためには、農業委員会の許可を  

持ってこないと変わらないので、そのままの状態で売ることは今で  

きないということです。  

権利移動はできないようにはなっています。  

それとあと、端っこのほうは結構水はけが悪くて、宅地としての

部分は本当に改良をしないと、ぬかるんだりするという土地になっ

ていますので、〇〇〇〇さんとも話したときにその宅地に計画する

ということは、今のところは全然思ってなくて、先ほど言ったよう
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に〇〇〇〇に作らせるという、その中での話だけ聞いておりますの

で、そこら辺のところの権利移動が発生しても、法務局の方では受

け付けができない、農業委員会が許可しないとできないので、そこ

は御心配しなくていいのかなあということです。  

あともう一つは、事務局からお知らせですけど、先ほど県の指導  

があってということで、また、地目変更したら、開発行為にならな  

いというのを知ってしまったことになってくるので、私たちも市の  

方の開発の担当から、県の開発指導かかりというのが、開発行為の  

方の指導するんですが、安易に畑にすれば開発行為に該当しないと  

いう指導をされるので、実際埋めて造成してるわけです。  

それを畑に戻すっていう指導をしてしまうと、地元の農業委員会

はそういうの、そういうふうに農地法を触れずに、変わった土地を

どう取り扱っていうのを審議しないといけない。  

〇〇〇〇で言うと２件続いています。  

そういうことを繰り返されると、農地法の意味もなくなってしま

うから、それが正しいかどうかっていうのを、県の農村振興課の方

と十分協議してくださいというのを言っておりました。  

そしたら、この案件について県の方にも私ども報告して説明させ

ていただいた中に、協議がありましたかっていうと、最近までなか

ったみたいなのでまた、市の開発行為の方から、協議するようにと

いうことでしていただいております。  

こういうことを繰り返すことは、やはり、県の指導があるってい

うのもポイントになるので、そこで徹底してもらわないと、そうい

うのが繰り返されるのもこまりますので、県の方に言ってあるとい

うことお知らせいたします。  

 

議   長   ほかに御意見ないでしょうか。  

 

永留委員   13 番永留です。  

11 年までは搭載しない限り売買できないと。  

木場委員が言ったようにやっぱり、販売証明とかそういうのをも  

らうって言ってからの判断がいいのかと思います。  

 

議   長   ありがとうございました。  

ほかに御意見はありませんか。  

 

中原委員   1 番中原です。  

ここに和田事務所の指導によって書いてあるんですよね。  

そこら辺のところちょっとおかしくなってくるんじゃないか、そ
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ういう開発行為は、逃げ道としてですよ、こういうふうにしたらど

うですかという話が出るのもおかしいことじゃないかなというふ

うに私は思うんですけど、いかがでしょうか。  

 

梶原主幹   〇〇〇〇からの指導というところで何だろうかなっていうこと

を確認させていただいたら、その〇〇〇〇さんがこの造成に当たっ

て、県の方に確認したということが分かりました。  

そこはですね手続論の話なので、本来なら農地として使うなら３  

条申請するのが当たり前でしょうということが、私ども〇〇〇〇の  

方の担当の方にも言いましたけど、そこの知識が、農地のと  

きには手続が必要だというのを〇〇〇〇さんのは分かってなかっ  

たので言ったんですけども、〇〇〇〇さんは、御存じのとおり農  

地法の方も分かっていて、こういう知識もある中で、依頼主さんの  

要望に沿った法の逃げ道といいますか、そこら辺のところをやって  

らっしゃるところ、だけど、確証はないわけですよ。  

そこで、私どもも言えないところもあるので、そこは〇〇〇〇さ  

んの方にこういう農地を使うんだったら、こういうふうに手  

     続をしてください、幾ら同じグループ会社の受皿みたいな感じにな  

     ってるっていうのは、農地所有適格法人としては、よろしくないで  

     すよと言わざるを得ないところがあります。  

そういうのを繰り返さないようにということでしか指導はでき  

     ないのということで今回、お時間をかけさせてもらって、方向性を  

     決めております。  

農業委員会からすると、開発逃れのことを繰り返すようなやり  

方を見過ごすわけにはいかないので、そこら辺のとこは農村振興課  

さんの方も、そういうふうな御意見も頂いてますので、そういうと  

ころがないように、県の担当課の方も、意識してもらいながら指導  

はしてほしいということでお伝えしているのが現状です。  

あとは企業さんの話になってくるのでそこら辺のところで、ど  

こまで突っ込めるかっていう話になるかと思いますけど、私どもが  

できる範囲で農地を守るという観点からは、これでやっていくしか  

ないと事務局は持っているところです。  

 

議   長    ありがとうございます。  

       いろいろ質疑がでましたが、よろしいでしょうか。  

 

委員・推進委員      （  な  し  ）  
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議   長     農地台帳に登載については、令和１１年に畜産営農課の指導の

下に適切に管理されているか、収穫も含めて確認後に登載すると

いうことでよろしいでしょうか。  

    賛成の委員の挙手をお願いいたします。  

 

全  委  員           （挙  手）  

 

議   長      賛成全員であります。  

農地台帳の登載については、令和１１年に畜産営農課の指導の

下に適切に管理されているか、収穫も含めて確認後に、登載する

ことと決定いたします。  

 

議   長  次に、経緯書２  五代町字久留須について、審議いたしま  

す。  

事務局の説明をお願いいたします。  

 

長沼Ｇ長   【資料１】の経緯書２（五代町字久留須）について説明します。 

    【資料１】・【資料２】の２ページ目をご覧ください。  

この案件は、平成３０年に〇〇〇〇が農地取得しています  

が、適切に管理されていないことから、農地所有適格法人及び農  

地法第３条：全部効率要件に抵触する可能性があることから、農  

地利用について、回答を求めたものです。  

  農業委員会からの確認事項として２点を〇〇〇〇に対し回答を

求めました。  

      １点目が、３条取得後に耕作していない理由、２点目が、今後の

農地の活用方法になります。  

〇〇〇〇からの回答は、１点目、耕作していない理由に対しては、

荒地であったため、草刈りし、農業経験者、きんかん栽培農家より

アドバイスを受け耕作しようとしたが、栽培上で適さないと判断し

た。  

２点目、農地の利用については、現況に合わせて、地目変更登記

をしたいとの回答でした。  

事務局の方針案としては、現況を確認したところ、資料２の写真   

のとおり、周辺農地も原野化しております。  

そのため、非農地証明（願）を提出後に、現地調査をし、現況に    

合わせて地目変更登記をするべきと考えます。  

以上で説明を終わります。  

 

 



30 

議   長  ただ今、事務局の説明が終りましたが、この件について  

ご質問、ご意見等はございませんか。  

それでは私も発言権がありますので、少し聞きたいと思います。 

皆さん方に事務局から説明がありましたこの久留須っていう  

ところはどこなんだろうと思われますが、実は私の隣の敷地であ  

ります。  

ここは今、平成３０年度に購入したとありますが、それ以前か  

らですね、超湿地帯で、農道もろくにないぐらいのところで、農  

家がどんどんどんどん撤退をして、そしてソーラーパネルが、下  

の方にセッティングされましたら、さらに湿地帯となりまして、 

湿地帯の中にまた鳥獣被害がですね、手をつけられないほど、来  

ております。  

これは〇〇〇〇の方で、毎回毎年、ユンボ入れて整地をする  

んですけども、整地の意味がないぐらいです。  

罠の免許を持っていますけど、多分マムシが相当いるところで  

穴を掘り返すっていうのは多分そこだと思うんですけれども、そ  

ういった意味で書いてあるとおり金柑栽培農家にアドバイスを  

受けましたが、湿地帯のために、どの作物も適さないということ  

で、そういう判断ができるのではないでしょうかということで、 

私の方から意見を申し上げております。  

 

議   長    ほかに何か質問はないでしょうか。  

 

委員・推進委員        （  な  し  ）  

           

議   長   非農地証明願いを提出していただき、原野に地目変更をお  

願いしたいと思いますが、賛成の委員の挙手をお願いいたし  

ます。  

 

全  委  員           （挙  手）  

 

議   長   非農地証明願いを提出していただき、原野に地目変更をお  

願いすることと決定いたします。  

次に、経緯書３  上川内町字横峰前について、審議いたし  

ます。  

事務局の説明をお願いいたします。  

 

長沼Ｇ長   【資料１】の経緯書３上川内町字横峯前について説明します。  

    【資料１】は２ページ・【資料２】の３ページ目をご覧ください。  



31 

この案件は、農地法第３条：賃借権設定が令和７年１２月３１日  

まで、オリーブを植える計画でありますが、農地以外に利用されて  

おり、違反転用にあたるため、農地以外にした者を確認するために  

回答を求めたものです。  

  農業委員会からの確認事項として４点を〇〇〇〇に対し回答を

求めました。  

      １点目が、農地以外にした者の報告、経緯等を含める、２点目が、

現在使用している者の報告、３点目が、所有者は農地以外に使用し

ているのを理解しているか、４点目が、農地法第３条で賃借権設定

をしているが、所有者に賃料の支払いをしているかになります。  

    〇〇〇〇からの回答は、１点目、農地以外にした者に対しては、

〇〇〇〇が経緯は不明であるが、資材置場・車両置場として整備、

２点目、現在使用している者は、〇〇〇〇、３点目、所有者の理解

は、農地以外に使用しているのを理解している、４点目、賃料の支

払いは、〇〇〇〇が所有者へ賃料の支払いをして  

いるとの回答でした。  

農業委員会の方針案としては、県に対して違反転用を報告、５条  

許可申請を提出、３条の賃借権設定がされているため、１８条解約  

も同時申請、隣接地、資料２の中央にある、転用許可済と記載があ  

る、３２６０番及び３２６１番１には、平成２６年及び平成２８年  

に駐車場及び資材置場の目的で転用許可を受けているが、地目変更  

登記がされていないため、転用事実証明も合わせて申請することを  

考えております。  

以上で説明を終わります。  

 

議   長   ただ今、事務局の説明が終りましたが、この件について  

ご質問、ご意見等はございませんか。  

 

梶原主幹    補足で説明します。  

３条の賃借権設定で１８条解約が必要な理由というのがです  

ね、３条の場合は賃借権で貸し借りをしていると、契約日が今年  

の１２月３１日ですけど、それが過ぎても賃料を払い続けたら、 

３条が継続するというのがあります。  

まず、ここのところで賃借権を払っているのは、今もう既に  

〇〇〇〇ですけど、グループ会社で、そこをしっかり解約して  

から、次の５条の申請はしないといけないですよということで、 

１８条解約も過ぎ、１２月過ぎた以降に申請があったとしても必  

要ですよということでの話をさせていただいているということ  

が 1 点ございます。  
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あと、先ほど転用を過去に受けているところの部分でいうと、 

      所有権移転して、指定の地目変更関わっている部分と、借りてつ  

      くっている部分の転用があって借りている部分だけが地目変更  

がされていないのが実質残っています。  

そこについても、現況下も資材置場になっていますので、地目  

      変更を、転用技術をもらって、所有者に了解をもらって地目変更  

した方がいいというのをあわせて指導としてはしていきたいと  

いうことでございます。  

あと５条申請に至っては先ほど言った面積のところで、開発行  

      為になるのか、土地利用協議でいいのかっていうのも出てきます  

ので、そこについては申請の時期が分からないと、開発行為なの  

か、土地利用協議なのかっていうのはちょっと判断がしづらいと

いうことだったものです。  

どちらの方を申請すべきなのかという判断ができないので、そ       

      こは、〇〇〇〇さん、違反転用した実行者の方が、県の方に確認  

して、開発行為という確認してから転用申請は申請してください  

と、以来、代理人のほうにはお伝えしてあるという状況でござい  

ます。  

 

議   長    ただ今、事務局の説明がありましたけど、何かご質疑等ありま

せんか。  

 

木下委員     １０番木下でございます、すいません。  

誰も質問をされません。本当にこれでいいのでしょうか。  

私は違反転用で、これも釈然としないのはですね。  

中原さんと２人で、実際見に行きました。  

その中で、今画像であるものは、まだ隙間があるように、資

材置場とかなっていますけど、実際もう密閉状態でですね、資

材やら何やら、それからも建物としては天井つきの駐車場等が

建っております。  

それらの方、実際私は思っているのは、５条というのは、あ

くまでも計画の段階でされるべきものであって、実際にできた

ものが５条になると、それは追認に出てきますよと。  

そして、それは始末書で十分できますよというようなことで、

梶原さんとお話をしているんですけど、その追認ということ、

始末書というのは、今、我々が総会の資料で追認してもいいで

すよというのは、同じ情報、同じ違反で違反がなくて、それを

一度、３条から４条に書いたものを、11 月のときに、ちゃんと

始末書をとっていますけど、これは３条もまだ直ってないのに、
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それを始末書という言葉で使って、追認ができるものかと、 1

回またそれを見せていただきたいなと。  

まだ私も、第 1 期目ですから、引継ぎの言い過ぎなところも  

       あるし勉強不足だから間違ったこと言っているのかもしれま  

せん。  

これで、皆さんのほうからも意見がないというのはちょっと  

残念だなと思います。  

１９人もいらっしゃるわけなので、何か、何も聞いたらそれ  

       はよくないよとかあると思うんですけど、皆さんいっぱい意見

を言っていただけますかね。  

すいません。お願いします。以上です。  

 

梶原主幹     確認ですけど、木下さんは、この取扱いをどうしたいと、は  

       っきり教えていただき、私どもは違反転用違反転用していると  

いう認識はあって、それを是正する方法としています。  

３条を解約してもらって、それから５条申請の追認案件を出    

       して許可を出そうと思っていますけど、まず何を違反転用者に  

していただきたいと思っているのがあるのか、そういう発言さ  

れているのかちょっと分からない部分があります。  

 

木下委員     違反転用になったものですよ。  

そういう何も形として残らずに、もちろんそしたら今から言  

いますけど、指導文書なりそういうものを出されてから、され  

るわけですよね。  

 

梶原主幹     先ほど、言ったとおり県の方に違反転用で報告しています。 

それで、違反転用の手続、ここ全部ですが、継承について、 

       こういうふうに総会で方向性が決まりましたので、先ほど言っ  

       たとおり、開発行為になるかならないかっていうのをはっきり  

       した上で、５条申請出す場合はしてくださいということを言い  

       ますし、３条なのか、契約が１８条解約を同時にしてください  

       というのも指導します。  

そこら辺の中で、現況回復というところでいうと、鹿児島県

の方にもお聞きになったと思いますけど、追認案件ということ

で、建物が建ってないので、のかせばいいっていうのもあるか

もしれないんですけど、現況でそういうふうになったのを復元

している。  

出しなさいっていうふうにしないために経費をあんまりか  

けないようにするために追認案件があって、大小ありますよ。 
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違反転用の中身の大小ありますけど、そういう取扱いででき  

       るようになっているっていうのが鹿児島県の取扱いです。  

ほかの県はどうかちょっと分かりませんが、違反転用をして  

いるから全部更地に戻しなさいというのは、鹿児島県はとって  

いません。  

そこをするならそれなりの分の裏づけが必要で、戻せという  

ための民法とか、そちらの方に関わる損害賠償を請求されるこ  

ともあります。  

 そこは、慎重にしないといけないっていうのは、事務局が  

懸念しているところもあります。  

そこをどういうふうにしていきたいのかっていうところを  

ちょっと。お聞かせ頂きたい。  

 

木下委員     １０番木下です。  

何か、また後ですね、現状のところは、私が知る範囲で資料  

等見たところでは、それは原状回復がもう原則ですよ。  

しかし追認として、始末書で県としても認めるいく方向でと

いうことを、〇〇〇〇という方が担当者でした。  

その方から聞きまして、それで、あくまでもそうなった場合

に、始末書一つで、それを仮に認めた場合に、ほかの追認する

方々もですよ、３条を出していて、黙っていて、５条でなんで

も作っていいというふうにとられたら困るんじゃないですか

ということで、私が質問しました。  

そしたらですね、県の方は、それはまだそういうことがあっ  

て、件数的に、いっぱい何件も出てきたら、そのときにまた考  

えますということでした。  

私が、今心配しているのは、そういうことが、今度はみんな  

がですよ、あそこは３条でですよ、知らない人は知らないって  

いう人知ってるかもしれないけど、それはもう追随してやって  

しまった場合には、あそこは、工事も認めたけど、個人は認め  

ないのっていう可能性もないとは言えないんですよ。  

ですから、そこのところは、何かの形でやっぱり、線を引い  

ておかないと、後々私しっぺ返しが来るんじゃないかなと思う  

んですけど、そういう意味です。  

 

長沼 G 長     御意見ありがとうございます。  

木下さんがおっしゃりたいことも十分分かります。  

確かに、ライン引き等ですね、しないといけないところで、 

1 番悪いのは、農地法を知っていたか、知っていないかによっ
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て、大きく変わってくるんです。  

ただ、今回の案件につきましては、転用というのは、鹿児島  

県知事の方が転用許可をいたします。  

それに対しまして、我々農業委員会としては違反転用の流れ  

としましては、まず違反転用を発見したら報告までが仕事にな  

ります。  

結局、権限移譲を受けていないので、次の段階に踏み込めな  

いんです。  

あとはですね、我々も情報提供しながら、追認になるのか、 

現状回復命令まで鹿児島県が出すのかっていうのは、県の農村

振興課の判断になってきます。  

 

梶原主幹     それと、違反転用した法人が追加的に同じようなことを繰り  

返すのが、懸念があるんじゃないのかなということで出さこと  

だと思うんですけども、そこについては、同じようなことした  

ら、許可が出さないです。  

農業委員会としては、同じことをやっていますよねというこ  

とになる。  

今回については、この資材置場については、言わば、〇〇〇

〇さんは初めてのことなので、同じように同じことを繰り返し

て、やっているんだったらそれは許可出せませんというのはあ

るかもしれません。  

ここは違反転用として始めてで、グループとしてはあるかも

しれないけど、法人格がそれぞれあるので、そこら辺で判断せ

ざるを得なくて、先ほど言ったとおり県の方の指導としては、

県の方に報告して追認案件として取り扱う。  

あとは、どうなるかというと、追認案件の違反というのは、

国の方にも報告して、どういう人が違反転用したかってリスト

アップされてるんです。  

後追いするようになっておりまして、違反転用を是正して許  

可をもらって、是正して地目変更まで終わったよというときに  

完了するようになっています。  

何もしないわけではなく、そのように記録として残していく  

ので、そこら辺を繰り返す法人が出てきたら、ここの事はきち  

んと目を光らせていうのは、国の方も県の方もあってあります。

そこら辺の方がやみくもに次から次に出てくるっていうこ  

とないようにしないといけない。  

要は、違反転用がないように、農業委員会の方も指導してい  

かないといけないが、知らずに違反転用をしてしまってるって



36 

いうのもある中で、追認案件というのが、鹿児島県はとってい

ますので、ここで御心配するような、同じようなことを繰り返

して、違反転用を繰り返すっていうのはもう故意になってくる。 

そこは、やはり止めないといけない許可を出さないようにす

ればいいということになってくると思いますので、そういうと

ころでの線引きを考えております。  

 

木下委員     １０番木下です。  

今、私が申し上げたのはですね、法人だけということではな  

       くて、一般の方々でそういう事例が出てくる可能性がないかと  

       いうことです。  

一般の方で、自分で３条でして、農地したときに、一般の

方々でも、そういうのはちゃんともう黙って、〇〇〇〇さんが

通れば我々もやっていいんだなというふうに誤解を招かない

かなという懸念があったので聞いたところです。  

法人と法人だけということはないです。  

 

長沼 G 長    御意見ありがとうございます。  

本来は、ご存じのとおり、転用する場合には、県知事の許可が

必要になってきます。  

違反転用ですね、全部の案件をですね把握できれば 1 番いいん

ですけれども、いかんせん農業委員会の事務局職員も限られてお

ります。  

また、農業委員・推進委員さんの人数にも限られている状況で、

随時、分かった場合、このような対応をとっている状況です。  

あと、今後このようなことを繰り返さないためにはですね、周

知、違反転用は法律違反ですということで、農業委員会の方から

農業委員会だよりを出すときにもですね、違反転用のしないよう

に啓蒙をしたり、そういった地道な活動も必要になってくるかと

思います。  

以上であります。  

 

梶原主幹       もう一ついいですか、まず、転用申請に当たって、違反転用に  

なりやすい事例のことを言いますと、例えば家を建てるときって  

いうのは大体、お金が大きいので、取得したところに家を建てた  

いという思いがあったときに、大体銀行さんに融資を受けるんで  

すね。  

融資を受けると、銀行の方がちゃんと転用申請してくださいね  

っていうので、そこは違反転用になることはほとんどないんです  
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けど、自己資金を持ってる人はお金があるから、そこに家を建て  

るケースって結構、過去もあるんですよ。  

そういうので、自己資金で家を建てる場合は、開発業者にほか  

      にあるから家を建ててねっていうのでてるところで幾らもあっ  

て、底地が農地のままのところの家が残ってるのは 1 か所ありま  

す。  

そういうところの売ろうとしたときに、底地が農地だから、違  

反転用というんですけど、っていうことで違反転用のところが発

覚したいというケースがありますので、私どももしないといけな

いのは農地を農地以外にするときに、所有権移転をするとかする

ときにそういうふうにしていいかっていう審査をして、許可をそ

れなら、致し方ないねという許可出す仕事ですので、そのタイミ

ングが、お金払って建ててしまったのが後になってから分かると

いうのはありますよ。  

過去とそれがいいというわけじゃないですそういうのもありな  

がら、できるだけ違反転用がないようにしていかないといけない  

ということで、農地パトロール、気づいたりとかはですね、来た  

ときに報告頂いて、専用判定をして、是正をしてもらう返しなが  

ら、極力農地を違法がないような手続方法でしてくださいという  

のができることかなあと思ってます。  

違反転用が、それが主、横行しないようにするのも農業委員会  

の仕事ですし、そういうところを契約しながらやっていかないと  

いけないところもありますけど、どうしても見落としするとこが  

出てくるとは思っていますけどそこら辺のところをできるだけ  

少なくするためには、そういうところを見ながら、皆さんの日頃  

の農地パトロールのところであれっと思うことがあったらです  

ね事務局の方にお伝えなどそこら辺のところで違反転用の是正  

とか意識をですね、お持ち頂ければなと思っているところです。 

 

議   長   いろいろ質問がでてきましたので、ここで質問は打ち切らせてい

ただきます。  

県農村振興課へ違反転用を報告し、農地法第５条許可申請と、農  

地法第３条による賃借権設定がされているため、農地法第１８条解  

約の手続きを求める。  

  また、隣接地については、転用許可済であるが、地目変更登記

がされていないため、地目変更登記を進めたいと思いますが、賛

成の委員の挙手をお願いいたします。  

 

全  委  員           （挙  手）  
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議   長   県農村振興課へ違反転用を報告し、農地法第５条許可申請と、農  

地法第３条による賃借権設定がされているため、農地法第１８条解  

約の手続きを求める。  

           また、隣接地については、転用許可済であるが、地目変更登記が

されていないため、地目変更登記を進めることと決定いたします。 

次に、経緯書４  御陵下町字公沸及び高城町字小牟田について、 

審議いたします。  

事務局の説明をお願いいたします。  

 

長沼Ｇ長   【資料１】の経緯書４（御陵下町字公沸及び高城町字小牟田）に  

ついて説明します。  

    【資料１】は３ページ・【資料２】の４ページ目をご覧ください。  

この案件は、令和６年５月２７日開催  第１４回総会で事業計画  

変更・５条申請・３条申請の意見決定・許可をするにあたり、〇〇

〇〇の関係者を参考人招致した件になり  

ます。  

その後、本市農業委員会で意見決定し、鹿児島県が事業計画変  

更（宅地分譲・農地復元）を承認しました。  

農地復元した、農地の利用としては、レモンを植栽しましたが、 

適切に管理されておらず、【資料２】の写真のとおりです。  

そのため、農地所有適格法人及び農地法第３条：全部効率要件に  

抵触する可能性があることから、農地利用について、回答を求め  

たものです。  

  農業委員会からの確認事項として３点を〇〇〇〇に対し回答を

求めました。  

      １点目が、現在までの営農の取り組みについての報告、２点目が、

今後の営農計画の報告、３点目が、農地への地目変更登記手続きの

報告になります。  

〇〇〇〇からの回答は、１点目（現在までの営農の取り組み）に

対しては、令和７年に草刈りを実施したが、それ以降は管理不十分、

２点目（今後の営農計画）は、経緯書１同様に営農指導員の下に営

農を継続していく、３点目（地目変更登記手続き）は、既に農地へ

の地目変更済、との回答でした。  

事務局の方針案としては、経緯書１と同様に、畜産営農課の〇〇  

〇〇が、肥培管理、収穫までを直接指導していくことを確認しまし  

た。  

   そのため、畑として、営農指導員の指導の下に適切に管理されて  

いるか、畜産営農課と情報共有を図りながら、動向を見守る方向  

で考えております。  



39 

以上で説明を終わります。  

 

議   長   ただ今、事務局の説明が終りましたが、この件について  

ご質問、ご意見等はございませんか。  

 

木場委員    7 番木場です。  

すいません、ちょっとお伺いしたいんですが、適格法人と何ぞ  

やと認定農家のですね。  

我々認定農家は、５年計画での営農計画書を上げて認定農家  

になっていくんですけど、そこの中で、こんなことをしていた  

ら、次、更新されない。  

法人の場合は、更新されるんですか。  

これ実際、全部別会社ですが、ふたを開ければ同じ穴のむじ  

なですね。  

受け皿が〇〇〇〇の実態というのがわからなくて、皆さん一  

緒に現場を見て、あのときもこうするんだよっていうのが、黄  

色の内容ページで特にしっかりしておけば、もう結構 1 メータ  

ーぐらいになっていると思いますでが、取ってつけたような写  

真じゃないですか。  

生育状態で、これを農政課の営農指導員が指導したところで、 

適格法人だから、できるはずだから結構法人ですよね。はね  

我々もある程度、助言は頂きますけど、やっぱりそう会社  

ですから、本人が頑張るだけのことで、この〇〇〇〇という会  

社をどうその会社は思っているか、不思議です。  

ただ、厳しい言い方をするようですけど、私なら次回はもう  

       更新しませんよ、という感じです。  

以上です。  

      

梶原主幹     まず、農地所有適格法人等は何ぞやということからまず言い  

ます。  

木場さんが言われた認定の方とか、そういうのではなくて、 

農地所有適格法人というのは、農地を取得できる法人のことを、 

農地所有適格法人といいます。  

そのためには、要件があって、法人格を持ってないといけな  

いということです。  

まず、株式会社でもいいし、有限会社でも一農事組合法人、 

       それは法人格を持っているということです。  

それで、法人の中の役員が農業を少なくとも１５０日以上農  

業に従事しないといけないという規定もございます。  
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関連する農業の売上げが、農業の収入の過半以上なければな  

らないというような要件。  

大きく分けて四つの要件をなしておけば、農地の取得ができ  

るというのが農地所有適格法人です。  

それを認定できるのが農業委員会だけないのです。  

なので、今言ったように農地を取得したいという意思が、少

なくとも３条申請が上がったときに、そこを審査して許可を出

すということになります。  

そこを先ほど言ったように農地を取得して農地を作る、農業

するって言っているので、本当でしたら、ずっと適正に管理し

て売上げを上げていかないと、幾ら〇〇〇〇さんの農家台帳を

出したときに、今あるのが薩󠄀摩川内市にあって、あとは日置の

ほうでオリーブ畑をやっていますので、日置の分と、薩󠄀摩川内

市長方の売上げは、今言うとおり売上げゼロなんだけど、法人

としての売上げは日置の方があるので、それで報告頂いている

というのが現状なので、先ほど言った農地所有適格法人として

指導しないといけないのは、的確な農業やっていませんよねっ

ていうところで、新しい取得が来たときには許可できないって

いうふうには出来ます。  

今も所有されている農地をそのまま維持し続けるだったら、  

指導していって適切に管理しなさいよというのをしないといけ  

ない、いろいろな立場が農業委員会です。  

それでも、指導に従わない場合は国の方に報告して、国の方  

が農地を取り上げるというのが最終的なのはあります。  

そういうところで、農地を取得した法人だから、きちんと適  

正に農地を管理して肥培管理しなさいよっていうのが、農地所  

有適格法人に課せられています。  

法人も、先ほど言った認定農家さんに申請していけるという  

ことになっています。  

まず、認定の方まで別も別次元の話になってきますので、そ  

の中で、農地適格化法人は権利を持てる農地を取得できる法人  

かどうかというのを審査するという意味合いの法人でございま  

す。  

農業をやるって言っていますので、それだけの知識を持って  

       ちゃんとやりなさいというのは、あるかと思います。  

 

森事務局長    認定農業者の関係は、既に辞退届を出されて、今、認定農家

になってないということだけは、確認しましたのでお伝えいた

します。  
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議   長      ほかに意見はないですか。  

 

木下委員     1０番木下です。  

皆さんよく考えてみてください。  

去年の６月の２５日に意思決定をしたところがここです。  

その中で、四つの意思決定というようなことで話をされたの

は、ちょっと気がしてですね、それはですね、我々は 118 号と

いうもので、保留分だったものを、みんなで意思決定をしまし

ょうというようなことでですね、そんときにお２人の方は欠席

でした。  

そして、我々は、我々３人、誰と言いません、３人は反対で、 

手を挙げませんでした。  

そのときに、農業の皆様方の方がですね、手を挙げて、意思表  

示をされました。  

だから、それが今となっては、あだとなったと言われても仕方  

      のないことなんです。  

ですから、皆さん思っていられることですよ。  

ちょっと述べていただいて、ただここに来ただけじゃなくて、 

自分の思いというのも伝えてください。  

そうでないと、どれだけみんな一生懸命頑張ってもですよ。  

私はもう反対ということで、３人を一緒に言っていただきまし  

たけど、そのときにも共通であると言われる方が１３人いらっし  

ゃるというのは、皆さん分かっていらっしゃる。  

お２人は、休んでいらっしゃっというというわけですから、そ  

のときの議事録を見てください。  

どんなふうに書いてあるかですね。  

議事録の確認をして話しておりますので、皆さん、そのときの  

反省を踏まえて、今こういう事態になったということです。  

ちょっとしっかりしてください。  

よろしくお願いします。  

 

議    長    ありがとうございます。  

 

中島委員    今、先ほど木下委員より御意見がありましたけれども、この前

の〇〇〇〇さんの問題点といたしましては、私どもはできる限り

のことをして、それ以上のことは、召喚までして、それ以上のこ

とはなかなか難しいよねっていう判断で、私は手を挙げました。 

ですので、それがあだになって今のこの状況になっていると  

思っておりません。  
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ただ、〇〇〇〇さんの、適格法人としての考え方がおかしいの  

で、やはりそこは適格法人を止めるなり、何なりと注意をしてい  

ただいて、事務局の方針案どおりにやったらいいんじゃないかと  

思います。  

以上です。  

 

議    長    ありがとうございます。  

        他にご意見等ありませんか。  

 

永留委員    １３番永留です。  

ちょっとお聞きしたいんですけど、適化法人の取消しというの  

はできるんですか。  

 

梶原主幹    先ほど言ったように適格法人の取消しというのもできるんで

すけど、所有してる農地なので、そこを取り上げるっていうこと

もしないといけないので、やっぱそこは慎重にしないといけない

っていうのはあります。  

なので、最初はちゃんとしてねと、指導するっていうのが、ま  

ず第一。  

それでもしないんだったら、国の方に仰いで、国の方に買収し  

てもらうというふうに流れになっています。なので、せっかく法  

人になった以上は農地をちゃんと管理していただかないといけ  

ないというのが大前提になります。  

 そこら辺のところで、今、法人さんが農地を取得するためには

まずは賃借というので進めるようにというような指導は、県の方

からも出ています。  

また、なぜかというと、法人さんはあくまで法人なので、もう  

けをしないと、継続していかないんですね。  

それで、農業っていうのは一筋縄でいかないというのは皆さん、 

ご存じのとおりなので、やっているうちに売上げが、農地取得し  

たけど売上げがないから撤退されてしまうと、取得した農地だけ  

が置き去りになってしまうのが全国であります。  

まずは、賃借でやってみて、うまくいきそうだったら取得した  

方がいいっていうような指導を、法人の場合はした方がいいとい  

うことでの話は聞いていますが、〇〇〇〇さんの場合は元々樋脇  

でもされています。  

その段階では、先ほど言ったとおり、認定農家だったりしてい  

      ましたが、そこを撤退していっています。  

日置市の方では、農地所有適格法人と非常に実績があって、そ
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の中で、今、この前のさっき言った３条のときもそれはあったの

で取得を認めたっていうことはあります。  

言われたとおり、そこの地域でどんなふうにやっているかって  

      いうのは見定める必要があって、やっぱり申請案件なのでそこの  

      ところで信用しないといけない、やりますというところの、やら  

      ないっていう裏づけは証明ができない。  

やった結果によっては、やっていませんよねっていうような指  

      導はできるんですけど、やる前にできませんよねっていうのはな  

かなか難しい。  

申請主義なのかなと思っており、できるだけも所有されている

農地は適正に管理していただいて、指導していくというのをした

上で、それでもしないときには先ほど言ったとおりの段階になっ

ていくのかなというのはあります。  

 まずは、指導とお願いをしていくっていうのが、事務局側では、 

考えているところであります。  

 

議    長   はい、ありがとうございました。  

 

永留委員    １３番永留です。  

       次年の 3 月からの営農指導が開始とあるんですけど、当然、 1 

番経営者が指導してもらっても、荒化して、地目変更して、宅地  

にしますよとか、やっぱそこが心配なところです。  

終わりはないんですけど、何年ぐらいを計画をしているのか、 

      最終経営書１と同様に、やっぱり販売実績の報告とか、そこまで  

      も含めた方がちょっといいのかなと。  

 

梶原主幹    先ほどの経営書１にも、先ほど森局長の方が説明したとおり、

営農記録の方の書類を６か月、出してもらいながら、農業委員会

の農地パトロールとかしながら現況を確認して、しているかして、

いないかも、営農指導の方と確認するという条件で、文章は出そ

うというふうに思っております。  

先ほど言い忘れましたけど、そういうので、やはり、成果を出

してもらわないと、農業委員さんとしてはちゃんと農地管理して

いますよと言えないところがあります。  

そこの姿勢を自分たちからは、こうやっていますよっていう出

す義務が、今のところ〇〇〇〇さんには必要なのかなと思ってお

ります。  

そういうふうな対応で、それを何年続けるかなんですけど、や  

はり、収穫が見込まれて販売実績が出された段階までは提出を求  
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めますみたいな感じの方で、摘みやっていけばいいのかなとは思  

って。そこら辺の御意見もお聞かせいただければと思っています。 

 

議    長    ほかに、ご意見ありませんか。  

 

委    員                （  なし  ）  

 

議   長   畜産営農課の指導のもと、畑として、適正に管理運営されている

か、動向を今後も確認していきたいとと思いますが、賛成の委員の

挙手をお願いいたします。  

 

全  委  員           （挙  手）  

 

議   長   畜産営農課の指導のもと、畑として、適正に管理運営されている

か、動向を今後も確認していくことと決定いたします。  

そのほかに、全体的に何かございませんか。  

 

木下委員   もう次の機会ということはなかなかないので、教えてください。 

執行体制、今度ですね、お願いしたいのです。  

人員を、1 人体制から３人体制と書いてありますけど、これは今  

度、まだ農業で運営もって、サーバー等を作られるわけですから、 

これについて、現状から増やさないと、今のこの体制で今できなか  

ったのに、人員を増やす表現もないので、また失敗を繰り返す可能  

性があるのではないかなという懸念があります。  

それについて、事務局の方が対応していただきたい。  

それから、常にあった後にも、経営と現況報告で、周知不足で駄  

目だったという話がずっと出ていますけど、今度は改善報告なり、 

事務局の方からでも出向いて勉強会をするとか、そういうのを要請  

して何かやって、そういうのを名文化して、つけ加えていただきた  

いというのが私の要望です。  

 

梶原主幹    農業に関しては、先ほど説明したとおり営農指導が指導すると  

いうことになっています。  

農業委員会はあくまで農地を適正に使っているかということで  

すので、営農指導を受けた中で、先ほど説明した営農記録をもとに、 

どれだけやったかっていうこと。  

だからやってないですね、きちんとしてくださいねってなると思  

     うんです。  

そのやり方については、営農指導の指導を受けた方が、どんなふ  
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うにやっているかっていう確認をさせていただこうと思っており  

ます。  

そこら辺のところで、どんなふうに取り組むか、分かっているの  

は〇〇〇〇さんの方に、考えていただかないといけない。  

人員について、法人の考えもありますし、増やしてくださいとか、 

少なくてもいいですよとかは、なかなか、人数のところは入ってい  

けないところもあります。  

適正な人員計画をたてて、営農計画してくださいぐらいの向こう  

が出してきてるのは 3 名なので、そこら辺のとこは、今の農地をや  

っていけるかというところは、営農指導の方でやっていけるのです  

か、という確認はできると思うんですけど、そこで少ないとか多い  

とか、適正な農地の管理をしてくださいっていうところではなかろ  

うかと思います。  

 

議   長   この件については、私の方から木下委員の質問に答えたいと思い  

ます。  

この地域の私を含めてですが、農業委員さんがいるわけです。  

それで、ときより研修地１の地区についても、農業委員さんが、 

農地の見回りという項目がありますよね。  

それによって、先ほど上小川さん、私なり、現地を確認して、報  

告ができればと思っております。  

そういう方向なら、現地が、例えば営農指導課の内容と私たちが

見た内容がどういうふうに差があるのか。  

それをさっと見たときにどういうふうに指導がまた次にできる

のかっていうのは重要なことなので、それを農業委員さんに報告で

きれば 1 番いい報告じゃないかなと思います。  

以上です。  

 

木下委員   はい、ありがとうございます。  

私が申し上げたのは、皆さんにお聞きしたかったのは、先に、３  

条・４条・５条でもう 1 回、今度のこの機会に〇〇〇〇なり、その  

職員の方にも３条・４条・５条の農地法の説明をして、今度は周知  

不足が確認されたということが発生しないように、勉強会をしてく  

ださいということです。  

ちょっと質問と答えが違います。  

 

 

梶原主幹    その件につきましては、〇〇〇〇の方に農地を権利移動する場  

合は、〇〇〇〇に丸投げするのではなく、事前に農業委員会に  
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ご相談してくださいとういうことで、もうこの案件が出てきたと  

きに、打合せに行かせていただいています。  

なので、〇〇〇〇さんが農地を活用したいというときがあると  

きには、〇〇〇〇じゃなくて、申請代理人に頼むようなことが  

ある前に、農地のことについては相談してくださいということで、 

話しています。  

実際、〇〇〇〇の方で計画している農地の部分が、あったんで  

すけど、そこら辺については事前に農業委員会事務局に  

相談があって、懸念案件とかそういうのを伝えながら検討してい  

ただいている事例は、今のところそうやってやっています。  

そこら辺のところでは、農地法の手続きが必要なんだよという  

意識は持っていただいているという認識はしているところでご  

ざいます。  

 

議   長  それでは、次の課題に入りたいと思います。  

事務局から何かございませんか。  

 

長沼Ｇ長    令和７年１１月２６日開催第３２回総会時に〇〇〇〇の違反  

転用について報告しました。  

本日は、その後の経緯等について報告します。  

      鹿児島県は、〇〇〇〇に顛末書の提出を求め、その後、顛末書が

提出され、令和７年１２月８日付で転用許可されました。  

       本市農業委員会事務局においても許可書の交付時に違反転用  

      の再発防止のため、口頭指導を行いました。  

       今後も同様な案件があれば、随時、適切な処理をしていきます。 

       以上で報告を終わります。  

 

梶原主幹    すいません、今日ですね令和 8 年度の農業員手帳と推進手帳  

を送らせていただいていると思うんですけど、身分証の方は３  

年間有効ですので、写真付きの部分を新しい手帳の方に切替え  

て活動のときにはしてくださるようにお願いいたしします。  

以上です。  

 

議   長  皆様から何かございませんか。  

 

委員・推進委員       （  な  し  ）  

 

議   長  事務局から何かございませんか。  
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事務局            （なしの声あり）  

 

議   長   これをもちまして第３３回薩󠄀摩川内市農業委員会総会を閉会い

たします。  

 

西  代理  皆さん、ご起立下さい。  

一同礼。ご着席ください。  

 

       

 「閉  会」       【終了  １５：３０】  

 

 


